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バルトロメー・デ・ラス・カサス
　　　　　　　　　　　生涯と作品（6）

論文の出版 1552～53年

　　　　　　　　染 秀

BARTOLOME　DE　LAS　CASAS，
　　　　　　　　　　Vida　y　Obras（6）

　　－Publicaci6n　de　Tratados，　1552～1553－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hidefuji　sOMEDA

藤
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　1551年4月に再開されたバリャドリードにおける第二回審議会ではw一マ教蜷アレクサンデル

六世の贈与・教書の解釈をめぐって議論されたようであるが、別稿でも述べたとおり、この審議会

に関しては客観的で信愚性に欝む史料は現存していない（3）審議会は4月末に閉会し、結論を患さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

なかったが、ラス・カサスもセプールベダもともに自己の勝利を確儒していた。．本来の厨的から

逸脱して．專ら改宗化に先行する征服戦争、すなわち“予防戦一争”guerra　preventivaの

避非を論じ合う．複雑な理論濁争の場と化した．審議会において、いずれか一方の論者が理論的勝利

を収めたとは容易に断蓋できるものではないし、また、ハンケの欝うように！3）現在料明している

事実だけではそうした結論を出すことも不可能である。しかし、同年5月1環に発布された数々

の勅令に依拠して、少くとも政府内ではラス・カサスの説が勝利を得たとみなされたとするヒメ
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ネス・フェルナンデスの意箆には一理ある警）つまり、それらの勅令により、ラス・カサスは1550年

6馬に遡って毎年2万マラベディの年金を支給され、かつ、ドミニコ会伝道師の募集と派遺に数

々の便宜が与えられることになったのである筆｝さらに、後述するように、伝道師の募集と派遣を

支援する勅令が次々と発布されたことや1550年4月16Hに発庸された征服の～時停盛命が審議会

以後も効力を保っていた事実を考慮すれば、インディアスの実情がどうであれ（ρ政府内に於ては

征服続行よりも改宗化の促進、つまリラス・カサスの説が受け容れられていたと欝えよう。

　焉51年5月1H付の勅令により、ラス・カサスはサラマンカのサン・エステバンで開催される

ドミニコ会の総会に参蜘するための旅費の支給を受けることになった！7）もともとこの総会は15鈴

年に瀾催される予定であったが、諸般の事情で延期されていたIS）ラス・カサスは、総会長フランチヱ

スコ・crメオ（イタリア入）が1551年初頭にバリャドリードにある聖パウロ修遭院とコレヒオ・

デ・サン・グレゴリオを訪れた機会を捉えて！9）ドミニコ会がインディアスの改宗化事業の主導的機

闘となるよう強く訴えたらしい。また、ラス・カサスはインディアス枢機会議に要望書を提出し、

以前皇太子フェリペがドミニコ会総会ではインディアスへの伝道師の派遣方法とその必要性およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
したた

びインデKアスにおけるカトリックの維持に必要な法傘に関して審議するよう総会長宛てに認め

た書簡（1550年織）を今醐の雛のため硬新して欲L“と願い出譜この要請綬けて、1551

年4月28Hに4つの勅令が発布された。そのうちの3通はドミニコ会総会長、いまひとつはカス

ティーリャ管区長バルトロメー・デ・ミランダに宛てたもので、いずれもラス・カサスの主張を

全諏的に受け容れて、改宗化の重要性を説き、伝道師派遣の必要性を訴えている。中には異体的

に20名もしくは30名のドミヱコ会士のペルー派遣を要請した勅令もある〈90こうして、二度に亙る

審議会の開催申ずっとバリャドリードに滞在したラス・カサスは僚友ロドリゴ・デ・ラドラダら

と共に総会の開催地サラマンカに向かった。総会は5月173に醐かれ、イスパニア入としてはバ

ルトロメー・デ・ミランダ、トマス・デ・サン・マルテifン（ペルー、サン・フワン・バウティ

スタ管区長）ミゲル・デ・ロス・アルコス（前アンダルシア管区長）らが出競した鱒総会では、

インデKアスの各管区での修道院建設に必要な聖職巻数が6名と定められ、また、ラス・カサス

の要請により、インデKアスにおけるドミニコ会の管区の配置が変更され、新しくテワンテペッ

クとパナマの弱地鹸間に位置する地域を管轄するサン・ビセンテ・デ・チャパス管区が設麗され

た解そして、岡管憂ζはチャパ、グワテマラ、ホンジュラス、二hラグワの各司教区を管轄すること

になった。言うまでもなく、岡管区にはラス・カサスの伝道理念が実行に移されていたべラ・パ

スが含まれた。総会においてインディアスへの伝道師派遣について特別な決定が行なわれたかど

うかは不明であるが、少くとも審議は行なわれたらしい。というのも、1551年6月5H付でアン

ダルシアのドミニコ会の修遵院長たちに対して、チャパ地方への伝道師の募集に従事するラス・

かサスに便宜を麗るようXX・＝一マから命令が発せられているからである野〉

　一方、王室は岡年6月16臼にドミニコ会伝遵団の派遣費罵として国庫より5万マラベディをラ

ス・カサスに先払いするよう命じる勅令を出し鯵またラス・カサスの要望を聞き入れてチャパの
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ドミニコ会修道院と教会のために必要な物資や書物を購入する資金を供与する決定を下した鯉こ

のようにして、ラス・カサスはKンディアス、わけてもかつて自らが司教とLて管轄した地、す

なわちチャパの改宗化の促進に必要な伝道師の募集と派遣計画に王蜜やドミニコ会の支援をとり

つけた。

　総会閉会後、バリャドリードに戻ったラス・カサスは岡年7月2田、ラドラダと共にi覇地のコ

レヒオ・デ・サン・グレゴリオと契約を結び、新しい三つの憎房とひとりの下僕が与えられ、以

後の衣食住の保証を得ぜ？ラス・カサスはコレヒオに現金で400ドゥカドを寄付し、また、150，000

マラベディの王室年金の提供を串し出た。レメサルによれば、こうした基金をもとに、岡コレヒ

オに奨学欄度ができた鯉さらに、ラス・カサスは自分の所有する作品や書物を売却禁止の条件付

きでコレヒオに寄贈した響しかし、彼はコレヒオに対しまったく義務を負わず、以後、ドミニコ

会の規則に拘束されることなく磐叫書庄！に外出することが許可され、旅に出る時はそめ旅費を支給

されることになった。岡年9月21臼、｛箆は宿舎係に勅令を出し、ラス・カサスのためにマドリ

ー
ドに宿含を用意するよう命じた塑つまり、ラス・カサスは癩己の活動の場と考えた宮廷につき

従って轡由に旅することができたのである。こうして、彼はチャパに向うドミニコ会伝道圃を組

織すべくイスパニア中を旅することになった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　一方、1545年10屑20霞の新法撤圃令によって存続が認められたエンコミエンダは1549年2月22

鑓付の勅令によってその基本的な性格に変化が加えられた。すなわち、醐勅令により、以後エン

コメンデロは租税の～部としてインディオの労動力を使役することができなくなり（私的労役

servicio　personalの禁止）、王室官吏が査定し、徴il又した租税の受領権のみを有する存在となっ

たのである騨穏税査定の基準は「新法」第43条によって、インデEオが以蔚にカシーケや支配者

に負っていた額（量〉を上廻ってはならないとされていたが、この命令は余り遵守されていなか

った14）1550年3月14日、メキシコのドミニコ会士ドミンゴ・デ・サンタ・マリーアはラス・カサ

スに、私的労役を禁じた勅令が無視されていると伝え、善後策を講じるよう依頼し轡また、問年

7月1H、ペルーのドミニコ会士ドミンゴ・デ・サント・トマスはインデ，｛アス枢機会議に書簡

を送り、エンコミエンダのインディオが鉱山で酷使されていると報告している騨王室はこうした

状況を考慮し、1550年7月7．S．過分輔税綬領している麹。その鵬1齢じた謬ま胴年

12月　13　ffには私的労役を禁止する勅令を再発布したりして璽エンコメンデロによる苛敏謙求を搾

止しようと図った。当然、ラス・カサスも稽税査定の問題および私的労役の禁止に大きな関心を

払った。1549年頃、ラス・カサスはインディアス枢機会議に請願書を提出し、グワテマラ布議会の代

表が縁者に数多くのインデKオを所有する者がいる嗣地の司教フランシスコ・マロキンによる税

額の再査定を求めていることに強く反対していた塑罰文書で、ラス・カサスは査定額では暮して

いけないという植異者の訴えに反論し、以葡同様、勤労意欲の眠盛な農夫の派遺を勧説している騨

したがって、ラス・カサスはインディアスに渡る伝道師のみならず農夫の募集にも奔走したと考

えられる曾9
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　しかし、当時、ラス・カサスの最大の関心はチャパ地方へ向うドミニコ会伝道団を組織するこ

とであった。集団洗礼に反酎し、平和的改宗化を唱道するラス・カサスは帰国後以来自己の伝道

理念の実践地ベラ・パスが位置するチャパ地方へ伝道団を派遣する計画を抱いていた。ラス・カ

サスはこの計癒の実現に最大の努力を払い、王室も数々の勅令を発布してその計画を支援した鐸

そして、セプールベダとの論争や宮廷における活動で多忙を極めたラス・カサスは伝道田の派遣

の仕事をドミニコ会士ビセンテ・デ・ラス・カサスに任せたS3＞しかし、ビセンテ・デ・ラス・カ

　　　　　　　　　　　　　したた
サスがラス・カサスに宛て認めた書簡によれば、勅令の発布にも拘わらず、伝道師募集の仕事は

思うように進捗しなかった響ビセンテは、通商院が渡航許可を速やかに発行してくれず、また、

命じられた伝道団派遣の準備金を拠出しないので経済的苦境に立たされていること、ドミニコ会

の各修道院長が計画の実施に消極的であること、それに、渡航を希望する聖職考がいても、彼の

縁者がそれを妨げていることなどを報告している。それでも、1551年秋頃には、ラス・カサスが

組織した19名のドミニコ会士から成る伝道騒がビセンテによリセビー一リャからインディアスへ派

遣された解しかし、計画に従ってチャパ地方へ赴いたのはそのうちの僅か2名（ドミンゴ・デ・

テKネオとディXゴ・デ・マルドネス）だけで、残りはエンコミエンダをめぐリラス・カサスと

意見を鋭く異にする大勢のドミニコ会士のいるメキシコへ向った。この事実を知ったラス・カサ

スは自らチャパへの伝道団の組織と派遣の仕事に従事するためバリャドリ～ドを玄り、翌1552年

1月末、セビーリャに到着、有名な聖パウm修道院に滞在することになった。購地で、彼は醜年

12月9臼付の勅令で承認された32名のドミニコ会伝道鴎の組織と派遣に尽力し、購年2月1印こ

12名、同月12　H　e：9名のドミニコ会士をプエルト・デ・カベーリョス1チャパ地方へ澄くのに適

した港）へ派遣するのに必要な資金を獲得した鐸こうして、生地セビーリャに滞在したラス・カ

サスは一方では“生涯で最も大胆な行為糊を実行に移すことになった。すなわち、葭らが著わし

た論文を印刷、出版させたのである。

19

　ラス・カサスが1552年から翌年にかけて印鰯、出版させた論文の題名と印鰯の難付けは次のと

おりで、印剃業者は一番穏の俸融を除いて⑱すべてセバスティアン・トゥルヒーリョである。

　〔1）1552年8月17ヨ　エンコミエンダ制の廃止を訴えた『現菩する悪の矯正諜　（Entre　los

re”vedtos＿〉

　〔2〕1552年9月1帽　セプーノレベダとの論戦を扱った「バリャドリード論戦概要謡

（　4quS　se　con彦iene　unα　dispata＿）

　（3〕1552年9月12冒　インディオの奴隷化の不当性を説いたeインディオの奴隷化について2

（lllste　es　un　t・ragado…sobTe　9a　n？αterla　de　10S　indios　qtce　se　han　hecho＿esclavOS）

　〔4）1552年9月12H　インディアスで大きな反響を呼んだ賠償理論を述べた欝皆解規範誘
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（AGui　se　C・ntie・・e・n　un・S　avis・S　i　reglaS…）

　〔5）1552年（月・B不明）征服戦争の悲惨さを暴き、征服の即時停止を訴えたyインディア

スの破壊についての簡潔な報“Zi　di（BrevZst？nα　relαct6n　de　la　destrZtic　i6n　de如81冠ぬ8）

　〔6）1552年？（月・H不明）インデKアスにおけるイスパニア国王の正当な権原を論じたe30

の法的命題集3（Agui　se　COntienen　treinta　prOposiCiOnes　mu．y　iurldtcαs）

　〔7）1552年？（月・H不明〉インディオの権利と王権を論じた「王権とインディオの正義に

いて3（PTincipla　guaedcim，．．）

　〔8）ま553年1月8巳　主としてアレクサンデル六世の贈与教書の正しい解釈を論じた「イス

パニア国王のインディアス支配権立誕論課（Trαtado　Comρrobcttorio　del　imρerio　soberano＿）

　　　　　㈱　　　　㈹
　U　’V　一一ダとワグナーは、最初ラス・カサスは9篇の論文の印刷を企図したと述べ、印刷されな

かったのは主に王権を論じた作贔で、死後1571年にフランクフル｝で刊行されたy王権論』（原題l

Erudita　e彦el・g・・8卿♂ピCα麗・9U・esti・nis　vt・・um・reges　vel競・吻・・‘雛eα勾・・vet　titul・et

saSva　conscientiα，　ctves　ac　SttbdttOS　h　regia　coronα　alienare，　et　atteriUS　dominiραrti－

，。♂薦顔幡痂，ere．P。。露？＿窪あろう雄1貝ける．双方ともにその論拠をアント＝オ・

リョレンテの作品に求め、印棚に付されなかったのは、同論文が異端審問所に告発され、聖パウ

ロと聖ペテロの教えに背馳する説が述べられへいるとされたためであると主張する鯉ワグナーは、

その皆発者はセプールベダであるかもしれないと欝い、謹拠としてセプールベダの作繍を挙げて

いるが、説得力に欠ける鯉『王権論』の第一部が『王権とインディオの正義についてAの内容と

殆ど徴している。とぜ第螂が1555鰐陶鞭である拷えられる轟考慮すれば、耐

一ダとワグナーの仮説には無理がある。いずれにしても、ラス・カサスの作品（題名は明示され

ていない）が異端審問所に告発され、その結果印刷に付されなかったと主張するのが前述したリョ

レンテの作繍だけであることから、事実の僑愚性には問題があろう騨

　これまで、前述した8篇の論文の印糊・出版をめぐっていろいろと論じられてきたが、それは

要約すれば次のような問題をめぐる議論である。

　〔A）ラス・カサスが論文の印棚・出版を命じる決心をしたその具体的動機は何か。

　〔B〕勅許を得ずに印騎させたのか。もしそうだとすると、その行為はいかなる意味をもつのか。

　〔C〕9インデKアスの破壊についての簡潔な報告譲はラス・カサスが著わした作晶か。

　〔D）8篇の論文は一巻にまとめられて出叛されたのか。それともfe琴llに出版されたのか。

　〔E）現存するいくつかの論文のかなりの印糊版に見られるペン書きの訂正のもととなったも

のは何か。

　〔F）llバリャドリード論戦概ee　」には異なる表紙のこ版が存在するが、この事笑は何を意味

するのか。

　（D）、〔E）、〔F〕に関しては最近イサシオ・ペレスが次のような結論らしきものを示した。

　〔D）について：ラス・カサスは『告解規範藩と財スパニア国王のインデKアス支配権立雛論
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を除く6篇の論文のいくつかあ印剛版を一巻にまとめて出版した。また、『現存する悪の矯正ta、

「インディオの奴隷化についてliとleバリャドリード論戦概要謡にはゴチック体で印欄された訂

正表が付されている。

　〔E）について：上記3論文のかなりの印欄版に見られるペン書きの訂正は読者によるものでは

なく、おそらくラス・カサスが出版後に気付いて付け加えた訂正表（〔D〕で書及したゴチック体

活字で印刷）にもとつくものである。ただ、ペン書きの訂正がラス・カサスの自筆かどうかは不明。

　〔F〕について：異なる二版はいずれもゴチック体で印尉され、奥付も同じ（セビーリャ、セバ

スティアン・トゥルヒーリョ、1552年9月10日）であるが、いずれか一方は奥付に偽｝）がある。

他の論文を印刷したセバスティアン・トゥルヒーリョの罵いた活字に極めて酷似しているが、微

妙な差（活字の大きさや形）が見られる。したがって、トゥルヒーリヲ版が絶販になったのち、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

ラス・カサスがセプールベダのProρosic　iOnes　teMerarlas＿の刊行を知り、初版をもとに他の

印欄業者に印欄させたものと考えられる！40

　したがって、ここでは〔A〕、〔B）、〔C〕の問題点に蘭して簡単に考察する。

　【A】：フリーデは、1552年になってはじめてラス・カサスに作品を印欄させる時間的余裕がで
　　　　　　　　　（48）
きたとするハンケ説を非難し、出版された論文の大半が殆どIO年前ぐらいから執筆されてすでに

完成していたものであり、ラス・カサスがイスパニアへ帰国した1547年から52年に至る期聞の方

がそれ以前よりも時間的余裕に恵まれたということは立証できないと主張す謂確かに、この点で

　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲　　　　　　（51｝
はハンケ説は説得力に欠ける。ロサーダやフリーデの書うとおり、ラス・カサスは、書物の出版

がそれまでその作贔で扱われているテーマに無関心であった入びとに大きな影響を及ぼすこと、

すなわち社会的な影響力をもつことや印刷が思想を伝える道具として大きな力をもつことに気ず寸

いていた。これは、以前ラス・カサスがセプールベダの「第二のデモクラテスliの出版に声を大

にして反村したことでも立証される塑しかし、後述するように、1552年の印棚・出版は一般の不

特定多数の読者を対象にしたものではなく、極めて限られた入たちを対象としたものであった。し

たがって、Uサーダらの主張は余り強調されてはならない。

　ヒメネス・フェルナンデスは、ラス・カサスは1552年9月にチャパ地方に向けて出発予定のド

ミニコ会伝道団に窟己の思想を説き、かつ、理解させるために書物の印劇を命じたと述べ、それ

ゆえに『告解規範毒が印欄されるとすぐ、ラス・カサスはそれを手渡すため、セビーリャを離

れ、伝道師の乗った船サンタ・マリーア・デ・コンセプシオン号が投錨しているサン・ルカス・

デ・バラメダに向ったと主張する鯉フリーデもこの説に岡調的である解これに対し、ロサーダは、

1552年頃にラス・カサスはそれまでの仕事がことごとく水泡に帰すのではないかと感じ、そのた

めに印棚を決意したと述べているが、ラス・カサスがそうした危機感を抱くに至った原因に関し

ては全然欝及していなし解一方、ロサーダと嗣様に危機感を印刷の動機と考えるハンケはその原

因をベネスエラにおける植疑計画の央敗、ベラ・パスの平稀的改宗化の挫折、「新法」の擬臥チャ

パ司教時代に惹起した儒者との熾烈な短立、セプールベダとの論戦の未決と征騒の続行などに求
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めている轡しかし、このハンケの主張には飛躍がある。つまり、ベラ・パスにおける平和的改宗

化は、1552年5月25　HにグワテマラのアウデKエンシアの総裁A・ロペス・デ・セラートがカル
　　　　　　　　　　　働
mス五世に書き送った報告や実際に同地で布教活動に従事していたペドロ・デ・アングロが皇帝

に宛てた翌年4月4臼付の書簡を見れば、52年の段階で改宗化が挫折したとは断欝できない鯉ま

た、優服の続行も国王より公式に勅許がおt）るのは1556年5月13臼のことなのである19）とはいえ、

ハンケの主張するように、長年に亙る努力にも拘わらず、インディアスの状況が改善されるどこ

ろか、むしろ悪化していたことがラス・カサスに危機感を抱かせることになったのは確かであろ

う。それでも、何故この時期にそうした危機感がラス・カサスに論文の印劇を決意させたのかと

いう疑問は残る。この時期、ラス・カサスは慮らの努力が無駄に終るかも知れないという現実的

な危機感よりもはるかに深い思想的な危機に襲われたのではないのか。これを解く鍵は彼のセビ

ー リャへの旅と岡地での滞在にあるように思われる。

　既述したように、ラス・カサスはチャパへ向うドミニコ会伝道園を自らの手で組織し派遣する

ためにセビーリャへ赴き、伝道団派遣費用の調達や渡航許可の獲得のために通商院と交渉したり

した。しかし、ヒメネス・フェルナンデスも指摘しているとおり轡それだけの騒的でラス・カサ

スがセビーリャへ過いたと考えるのは早計であろう。この伝道団派遣計画を支援する勅令がドミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　絡1）
ニコ会の各修道院長に村して出されたことや、既述したようにラス・カサスに代って伝道師募集

の仕事に携っていたビセンテ・デ・ラス・カサスが、仕事が進捗しないと嘆く書簡を数々とラス

・ カサスに送っていたこと、それに、ラス・カサスの伝道理念にもとついてフWリダの平和的改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
宗化に向ったルイス・カンセルが殉教したことがすでにイスパニアで知られていた事実などを考

慮すれば、必ずしもドミニコ会士たちがラス・カサスの計画に共鳴していたとは書えまい。Bij＄es

で明らかにしたように騨すでにラス・カサスはエンコミエンダ欄をめぐってメキシコのドミニコ

会士たちと対立していたし、また、インディオの本性をめぐリドミンゴ・デ・ベタンソスのよう

に全く正反対の考えを抱く者も同じドミニコ会士の中に少なからずいた塑さらに、ヒメネス・フェ

ルナンデスによれば、1551年5月のドミニコ会総会において新しくサン・ビセンテ・デ・チャパ

ス管区が設けられた結果、わけてもメキシコのドミニコ会士たちはラス・カサスに敵意を抱くよ

うになった鯉

　こうして、往服戦争とエンコミエンダ制を否定し、賠償理論の実践を訴え、インディオの平和

的改宗化のみがインディアスにおけるイスパニア国王の支配の正当な権原であるというラス・カ

サスの考えは次第にドミニコ会士に支持されなくなってきた。チャパに陶う伝道団を組織する過

程で、ラス・カサスはそのことをはっきりと認識したに梢違ない。そして、それは、ドミニコ会

がインディアスの福音化の主導的機関となるのを願っていたラス・カサスにとり極めて深刻な問

題であった。すなわち、支配は改宗化のための手段にすぎない、換言すれば、支配はひたすら伝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
道事業に由来する超自然的性格をもつものと考えるラス・カサスにとって、平和的改宗化の否

定はインディアスにおけるイスパニア国王の権原の否定につながる許容しがたい態度であり、そ
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れが以前のように王室嘗僚や植民者によるのではなく、同じ修道会に属する人びとによるのであ

れば尚更のことであった。平憩的改宗化を通じてインディオの救霊を達成するのが神意であると

考えるラス・カサスにとり、聖職者の存在と役割は、征服者、植民者、王蓋官僚、ひいては国王

のそれよりも、はるかに重要なものであった。したがって、ラス・カサスが、殉教してでも神意
　　　　　　　　　　　　　　㈱
の実現に尽すべきと考えた聖職者がその任務を遂行しようとしないのを知り、大きな危機感を抱

いたのは当然のことであつた。それはインディオの悲惨な状況が改善されないという具体的な現

実改革に対する危機感というよりも、神意が全うされていないという認識に発するより以上に内

的な危機感であった。1551年にチャバ地方の伝道に向うべくセビーリャで待機しているドミニコ

会士たちがその任務に不平を訴えていると報告したメルセード会士で、チャパより帰国したばかり

のエルナンド・デ・アルボランチャの書簡を受け取ったラス・カサスは尚一層強くその危機感を

抱いたに違いない鱒そして、この危機感がラス・カサスを、インディアスと最も密接な関係を保

ち、かつ、伝道師の集結する町セビーリャへ赴かせたのであった。同地で、ラス・カサスはかな

t）の慎重を期して、チャパへ向う伝道師の入選に携わり、1552年5月13H、25名のドミニっ会士

の渡航準備をすべて整えた騨

　～方、インデKアスとの交易で繁栄するセビーリャの様根はラス・カサスにさらに大きな危機

感を与えた。インディアスより運ばれてくる金、銀、真珠、その他の産物は例外なく、彼にはイ

ンディオの血と涙に映った騨つまり、ラス・カサスは繁栄する町セビーリャの中に、摂理に脊い

て流れゆく時代の姿を看取し、暗い未来を予感したのである。また、それは欝己の力ではその時

代の潮流をおし止めることができないという、いわば絶望に近い危機感でもあった忽i｝　1552年10月

2田付のラス・カサスの書簡にある“神は私に、他入の悲しみに休むことなく涙を流す役Hを禅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
せになったかのようである”、榊よ、私の長年の予言が適中せざることをftという文申にそのよ

うな感情を読みとることができよう。しかし、数沙ないとはいえ、現実にインディアスで被の理念

にもとついて平和的改宗化に従事する“清廉潔白”な傍道師が存在するかぎ｝）、ラス・カサスは

彼らを見捨てるわけにはいかなかった。ラス・カサスは彼らの活動に最後の期待をかけざるをえ

なかった。そして、本国にいたラヌ．tカサスにとり彼らを支援するためにできることと需えば、

白分の抱いた危機感を他者に共有させることしかなかった。そこで、彼は具体的な方法として、

インディアス支配の本来の臼的、その饅的と大きくかけ離れた現状、その環状を改善し農的を達

成する方法を対インディアス政策の立案者であり責任者でもある国黒やインディアス枢機会議、そ

れに神意の実現に仕えるべき盤職者（とりわけ伝道師）に伝えようと考え、論文の印鰯・出版を

決意した。すなわち、ラス・カサスは神意に背く時代の流れに正しい方向を与えるための最後の

手段として論文を印刷・出版させたのであった。そして、印刷されたいくつかの論文はチャパに

向けて出版するドミニコ会伝道師たちに季渡された蝉

　したがって、これらの論文は広く一般読者を対象に“公刊”されたのではなく、yインディア

スの破壊についての簡潔な報告議や「イスパニア瞬王のインディアス支配権立証諭認の総行趣旨
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に述べられているように⑳皇太子フェリペをはじめとするイスパニアの政府要入や伝道師のため

に出版され9S｝その部数も限られていた。イサシオ・ペレスの主張するように（！叶告解規範諺

とくに伝道師のために印刷されたと考えられる一一とfイスパニア国王のインディアス支配権立

証論講を除く6篇の論文のいくつかの印刷版が1巻にまとめられて患版され、しかも訂正表が付

されていたとすれば、それは1月8鍵以前に、フェリペや政府要入のために“読み易さ”を考えて

とられた処麗であろう。

　周知のとおり、評告解規範sはインディアスで大きな反響を呼んだし（ln「インディアスの破壊に

ついての簡潔な報告轟（以後1「報告2と略す）はイスパニアの「黒い伝説」の生みの親とまで考え

られるほど諸外国にまで流布し、数々の翻訳が刊行される結果になった⑥しかし、この事実はラ

ス・カサスの出版の意図とはかけ離れたものであり、それを論拠にラス・カサスを“現代ジャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
ナリズムの先駆謝であるというmサーダの主張には首肯できない。これ以後、ラス・カサスは

1篇の論文も印欄に付していないからである。

　藍瑚：史家の意兇はラス・カサスが勅許を得ずに論文を印刷・轟版させたことに一致してい

て、彼らはその行為の意味を論じてきた。しかし、当時、インディアス関係の書物を印刷させる

のに勅許が必要であったのか、すなわち手稿段階での検閲が制度化していたのかという問題に言

及している史家は数少ない響勅令でインディアス関係の書物の印尉出版には勅許が必要であると

明確に定めているのは1556年9月21環付のものが最初である電1｝各史家も“無許可にて干弓行”と述

べているが、その論拠を示していない。確かに隅時代の史料であるセプールベダの作晶の題名に

は明確に“無許可にて刊行”と記されている12）しかし、セプールベダが自著準第二のデモクラテ

ス講の鵡販をめぐリラス・カサスと対立していた経緯を考慮すれば、この表言己は意図的なものに

思われる。いずれにせよ、論文の郵刷・出版に際し、ラス・カサスは勅許を得る必要はなかった

と考えるべきであろう。

　フリーデは1544年にメキシコで出版されたドミニコ会士ペドロ・デ・コルドバの澤キリストの

教えsDoctrinαcrtstianaの例を挙げ、仮令対象が伝道師であるにせよ、印刷には許可が必要で

あったと主張し、さらに、ラス・カサスが無許可で論文を刊行したことは彼が宮廷において絶大

な信頼を得ていたことの証左であると論じる騨なるほど、コルドバの謬キリストの教えAの表題

には’、この作品は圏三E睡下の命により当ヌエバ・エスパーニャの異端審問官並びに巡察吏に任じ

られた学毒テリs・デ・サンドバル殿により～覧、検討され、岡氏の承諾を得たものである。

1544年．国三肥陛下の特権を得て”と記されている鯉しか七、1545…－46年にメキシコ司教フワン・

デ・スマラガが印糊させた作熱にはそのような表蓄己は見当らない！5）　Lたがって、覗年の出版は恰

度その当時国黒より「燕法誘の実施などを臨的にメキシコへ派遣され、岡地に滞在していたテリョ・

デ・サンドバルに認められたため、前述した表記がわざわざ捜入されたのであり、その表記が書

物の瀟版に勅認が必要であったことを立説するとは考えられない。

　【C］：論じるまでもなく、『報告」がラス・カサスの著わした作晶であることは疑問の余地がな
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い。ただこのような疑聞が惹起したことは、『報告コがヨーWッパ各地におけるイスパニアの「黒

い伝説」の流布にいかに大きな役割を果していたかを如実に物語っている。17世紀、アントニ

オ・デ・レオン・ピネmは「インディアス法令論』Tratαdo　de　COnfir’mαciones　7e漉8（1630年）

の中で「報告』に関して次のように記した。「これはイスパニア人に向って彼が書き記したこのう

えなく奔放かつ酷烈な作品である。著者の正しい熱意と誠実な意図が理解されなければ、著者は

フランスのカサウス家出身の外国人ではないかと推測されうるほどである囎マヌエル・Ma．・マ

ルティネスによれば、この記述をもとに、ドミニコ会士メレンデスが『報告誘の著者をフランス

入、出版地をリヨンであると想定したらしい解

　また、1822年パリでラス・カサスの他の作品と共に「報告』を刊行したアントニオ・リョレン

テは「報告』の執筆から出版までの経緯を史実に則して記したが騨1892年、メネンデス・ペラー

ヨはコロンによるアメリカ発見400年を記念して論文を著し、次のような意見を述べている。

「「インディアスの破壊2というすさまじい精神錯乱の書は彼（ラス・カサス）ではなく、修道士

バルトWメー・デ・ラ・ペニャもしくはドミニコ会の別の修道士の手になったものかも知れない」と鱒

　尚、1552年、「報告』執筆当時にはなかった“手紙の一部”が『報告」の付録のような形で印刷

・ 出版されている轡ヌエバ・グラナダにおけるセバスティアン・デ・ベラルカサル（名前は明示

されていない）やフワン・デ・アンプディアの残虐行為を記したこの書簡は内容的にみて、ラス

・カサスが「報告』で意図したことと合致していたので、付け舶えられたものと考えられる駐1｝

20

　印刷・嶺版された論文の中にはこれまでに言及しなかった作品があるので、その作贔について

簡単に考察してみよう。それは「王権とインデdオの正義について』と題される論文で、出版さ

れた論文中、ラテン語で著わされた唯一のものである解ラテン語の原題が示すとおり、論文はイ

ンディオ問題を論じる際の出発点となるべき原則を4つ挙げ、各原則から帰結を導くという形を

とっている。4原則とその帰結は以下のとおりである。

　【第1原則】異教徒、キリスト教徒を問わず、世界のすべての入閲は例外なく神の法、自然の

法および入定の法にもとついて、人問より劣るものを所有することができる電3＞→（帰結）①異教徒

は正当に自己のものを所有する電41②人が個人もしくは国家の名のもとに、他入がすでに自らのた

めに所有し、かつその所有者となっているものを、正当な原Lt］なくして、彼から無理矢理奪うの

は不正である。これは所有者がキリスト教徒であろうとなかろうと無関係である禦

　｛第2原賜　ただひとりの人間が地の大勢の入間を支配する権利は別名管轄権といわれ、窮然

の法と入定の法に属し、彼は共通善の達成に心を配り、それを目標とする義務を捜っている鯉→

（爆結）①共通善の達成に心を配る義務が課されているかぎり、異教徒の間にも、そうした支配
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権や管轄権は存在する範②誰であれ、欄人もしくは国家の名のもとに、他の上位者に従属しない

君主もしくは審判者が臣下に対して有する、もしくは行使する支配権すなわち管轄権を彼から正

当な原因なく剥奪、横領したり、その行使を妨げるのは不正である。これはその慰主がキリスト

教徒であろうとなかろうと無関係である鯉

　【第3原則】　入聞も物も土地も、また管轄も統治も、すなわち前記二原則で扱った物および人

間に対する支配もことごとく、自由なものであり、少くとも反証されないかぎり、自由なものと

考えられる騨→（帰結）土地および独自の王翻を有し、かつ最初からその土地に屡住している人

々、民は、仮令異教徒であっても、例外なく肖由な民であり、彼らは窃身の上位者以外に誰をも

上位者と認めない。そして、彼らの上位者は自らの王国において、現在皇帝が帝国において有す

るのと変らない至上の霜主としての権利と全き権能を有する（鯉

　【第4原賜　いかなる種類の艮であれ、自密である艮を霊的もしくは俗的に支配する者は自ら

の統治を共通善に秩序づけ、かつ、彼らをその本性に従って統べなければならな岬1）→（帰結）

①霊的な9的に関するかぎり、いかなる世俗権力も霊的権力に従うべきである。また、世俗権力

は霊的権力から法や規則を受けとるべきで、それらの法によって、霊的目的を達成したり、鑓的

の達成を阻害するかもしれないあらゆる危険を避けたりできるよう統治を行なうのが望ましい四

②これらすべてのインディアスの国々とそのffは、彼らの幸福と彼ら自身のために、霊的かつ俗

的に統べ治められるべきである。したがって、彼らに関する世俗的統治においていかなることが

実行かつ整えられるにせよ、イスパニア国王は彼らの霊的かつ俗的なありとあらゆる幸福を考慮

してそれを実行かつ整えなければならない1°3》

　ラス・カサスによれば、人問は杜会的動物、すなわち、孤立してはその本性を達成することの

できない存在であり、したがって社会は霞然的な事実であり、すべての祉会はその成翼を完成へ

導く権威を必要とする。この権威こそが政治的権力であり、それは人ぴとの自忠な選挙によって

ある特定の入物に委ねられるもので、これによらない君主の支配は不正かつ圧制的なものとなる

と論じる轡つまり、7現存する悪の矯ma　コの第9番呂の理由で間接的に轡及された人民とその支配

者との契約関係がこの論文ではより明確に論じられる。そして、この政治契約にもとついて統治

する君主は当然、共通善の達成をその主たる目的とするのを義務づけられる。論文においてラス

・ カサスが直接インディアスに書及するのは第4原則の第2帰結の論証の時のみである。論文で

展開されるのは国家と政治権力（王権）の起源や国王と入民の関係に関する理論であり、したが

って論文は支配の本性を論じた政治哲学的なものである（騨しかし、ワグナーの指摘するように（卵

明らかにラス・カサスはこの作贔によってエンコミエンダ制の不当性を理論的に立証しようとし

た。ラス・カサスはすでに1542年に「現存する悪の矯正凄を著わし、20の理由を挙げてエンコミ

エンダ撤廃の必要性を訴えていた。同論文において、彼は、エンコミエンダがインディアス支配

の唯～の目的（改宗化）の達成を妨げ、インディオから人閤の生来の属性である自由を奪い、彼
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らを奴隷化している状況やエンコメンデWの封建領主化による三鷺蟹受害の危険などを明らかにし

た鯉一方、望王権とインディオの正義Aでは、王権が自然の法にもとついて入疑に由来し、国王は

あくまで入民の共通善達成のために存在するものであること、すなわち入畏が国王の存在の霞的

因であることを主張し、エンコミエンダによる弊害については全然書及していない。また、この

作品では、ラス・カサスは、雛よりもイスパニア国王は自らの利益を犠性にしてでもインディ

オの究極的B的、つまり永遠なる幸福の達成に全力を尽さなければならない”と論ピ騨『環存する

悪の矯正Aのように属王の環燈的利益を勘案したり、エンコミエンダの導入に対して国王の責任

を弁じたりはしない。むしろそこに、国王の責任を追求しようとする態度をみることも可能であろう。

　こうして、8篇の論文を印糊・出版させたのち、1553年1月申旬頃、ラス・カサスはセビーリャ

を宏った騨そして、以後も宮猛において平和的改宗化の実環やインディオの悲惨な状況の改善の

ための運動を積極的につづける。しかし、インディアスの現実はますます彼の描く姿からは乗離

し、それと嗣晴に彼の態度もさらに急進化していく。その発端となるのがエンコミエンダの恒久

化を求めるペルーの植屍者たちの運動である。（未完）
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らしく、瞬年9月11日付欝簡でカルWス五世は教皇庁駐在大使ディエゴ・ウルタード・デ・メンド　一一サに、

後任の鶏教としてラス・カサスの維挙するトマス・カシーリャスを叙階する承認を得るための交渉の蘭始を要

講している　（Antonio　Ma．　Fabi6，　Vida　y　es・critos　de　dOn　Fray．　Barto乏o・me　de　Lαs　Cαsαs，　o配sρσde

　（ンtiapα．　塾護adri｛圭。　1879．　1王．萎）p。15i－153）

L．Hanke　y　M．　Gim6nez　Fern5ndez，　op．ciL，　Doc．339．　p．132．

lbid．，　D・c．340．　Pほ32。

Rernesal，　A．　de，　op．　cit．，　Lib．　IX．　Cap．　X照．§1。　p．235a。

Narci・・Al・ns・C・rt6・，“Fray　B・・t・韮・田6　d・Las　Casas　eR　Vall・d・iid”　Sum・nd・詔爾灘・・。．　Vallad。lid．

1939。pp．45－53。

Remesai，　A．　de，　op．　cit．，　Lib．X．　Cap．　XXN．§7．　p．370b．

契約のこの偲所を読めば、ラス・カサスがインディアスへの渡航を全く考えていなかったわけではないことが

薯騒（“…y・lf・era・霊as　y繭・s脚瞬・se　en・llas，・que　en　t・1　ca・・1・s〔mi・　libr・s　y　esc・1之・、1姻、y。

veRder　o　traellos　a　esta　dicha　casa　e　hazer　del塁os　lo　que　quis三eredes＿”N．A董onso　Cort6s，　art．c紘，

P．52）

Agustfn　D5viia　Pad三歪韮a，　O．王）．，　Hピεオo短αde　taんη（iaci6n　y　discurse　de　ta　pτovi？xciα（le　Santiαgo　de　M6scico

de　tαOTden（ie　Predtcα（to・res．　M6xieo．1955．　Lib．　L　Cap．CIII．　p．324b．蟻Alcango　llcencia　para　v沁i∫en

aquel三歪ustre　colegio　de　san　Gregorio　de　Va韮lad◎lid：cosa　tan　nueva　y　t毒estrafia，　como　Io　era　e｝sub＿

jecte　que達a　hazia　con　dispensaciδAposto黙c＆，”

LH訊益ke　y　M　GSm6nez　Fernandez，・p・cit．　D・c．347．ひ．134．

参照：拙稿輝新法」撤懸に関する一・解釈”Es　tudios　Hispanicos　Vo1．4．1977．　pp．61－－73．

Vasco　de　Puga，　Provi＄io・nes，　c6（lutαs，ピη．str・tccC’iOneS　Pαra　elgoあterno　de　tαNue・uct　Espa五a．　Colecci6n

de　kcunables　Americanes．　Si霧lo　X聡．　Vo1．1｛L　Madrid．1945．　Fols．172－173．この勅令は「瓢法」の諸規

箆にもとついて発布されたものであるが、閣もなく公益に資すると考えられる事業には極めて低い賃金のもと

でインディ才を強制的に使役する労働形態が生れる。これをレパルティミエント（メキシコではクワテキル、

ペルーではミタ）と言う（参照：Frangois　Chevalier，加forena・ct6n　de　los　tαtifundios　en　M6xico，箕eγTα

．v　Socie（lad　en　tos　sigtoε　XW．yXVII・2a．edicl6n．　M6xico．1976．　Cap。王L　　§II．　PP．97ss．〉

サバラによると、49年の勅令はヌエバ・エスパーユヤでは効果があったが、チリでは遮守されなかった（Silvlo

Zavala，“0唾e轟es　c・1・niales　del　Peenaje　en　Mexic・”en　E鋤伽8配εαπ・s．　M6xle・ほ9婆8．　PP．309－

353，316－319．）しかし、サバラのこの説は粗対的なもので、余り強舗されるべきではなかろうe

A．Ma．　Fabi6，0p．’cit．，　IL　pp．183－184．ヌエバ・エスパーニャの初代醐黒メンドーサ及び躍．・二代嗣ヨ三ルイス・

デ・ベラスコもこの勅令の実．施に余り積極的ではなかった。この件については次の作鹸を参照されたい。
・ Lesley　B．　Simpson，　The　Encomienda　ilt？Ve　u；Spain　Theδegtnntng　of　Spαft　ish　blfexieo．　UniveTsity　of

Ca｝ifornia　Press．　Berkeley　and　L◎s　ARgeles　1966．　pp．141－158．

　．Ma．　Justina　Sarabia　Viejo，ヱ）oπ」．uis（le　VeEαsco　Vi　・r　re　．u（le　NuevαEs　pa　7tαヱ550－1564．　Sevilla．1978．

pp．301－326．

“Habr五cuatr・affos　que　para　acabarδe　perderse　esta・tierra　se　descubr三6　una　b・ca　de　infierR。　P・r　la

cttal　eRtran　eada　aff・desde　el　tiemp・que　dig⑪gran　cantiδadδe　gente　que　la　c・dicia　de韮os　espafi・les

sacriflca　a　su　dios＿de　d。scientas　leglias　y　mEs　envfan　a　los　pobres　lndios　de　por　fuer2αde　cada

repαrtimiento＿正o　cual　c綴n　contra　ia　raz6R　y　leyes　de　libres　sea　Ringufto　que　sepa　qu6　cosa　es　liber－

ta（董lo圭gnora；porque　echar　a霊as　minas　por　fuerza　es　condici6n　de　esc韮avos　o　de　hombres　condeRados

atan　grave　pena　por　graves　delitos　y　no　ley　de｝ibres　eomo　V。A．　en　sus　pafovlsienes　y　ordenanzas

dlce　ser　esta　peもre　geRte＿”　〈C圭t．　por　S三lv圭o　Zavala，　Et　se・rvicto　persoTiα’1（ie　losごη．dios　en　el　1）θ7a・

extractos　delsigro　xv　i．　Tomo　I．M6xico．1978．　p．15．）尚、文中のレパルティミエン掃ま註鋤で欝及した

ものと違い、エンコミエンダの問義語として用いられている。

Recoplllaci6n　de　Leyes　de　tos　Rev．　nos　de　las　IndiaS＿Lib．　Vl．　Tit．　V．　Ley　51，〔Madrid．1973．　Tomo　II．

Fo｝．215v．｝

MaRuela　Cristlna．　Garcfa　Bemal，“Los　serv三ci。s　personales　en　el　Yucatah”　enだ8酬ゴ・s　sobreρ・♂∫－

ticα　in（d　ig　e　・n　is　tα28ρα充σ♂α　en　A7ng　rica　Tomo　I王．Va星｝a（lolid．　i976．　pp．269－279．271－272。

Reρresen．taci6n　al　Conseノ・de　ind　iα　s，　C・ntrαi・JSρreten．st・nes　de　un　prσC・u　rαd・r　e・tbiad・ρ・r　iαργ・ぬ一

cia　de　Guateinatα．　BAE．　CX．　Doe．　XMXi　pp．L）90－292．これはグワテマラのアウディエンシアの総裁アロ
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ンソ・ロペス・デ・セラートが「新法」を実施してインディオを解放したこと等に端を発するグワテマラ毒議

会の反セラト運動に激しい非難を浴びせた文書である。セラートによる改革及びそれに紺する反動については、

William　L．　Sherman，　Foγced　1癒蜘e　Labor　in　Sixteenth．Cen　tu　ry．　Centrαt　A・mericα．　Nebraska。1979．

part。　IL　Chapters　8－9．　pp．129－188．が詳しい。尚ラス・カサスと司教マロキンの対立に関し、サェンス’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

デ・サンタ・マリアは従来の対立説の再考の必要性を訴えているが、実誠性に欠ける。この点については次の二

論文を参照されたい。
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Casαs　Sevilla．1974．　pp．97－121．102－103．

・ Manuel　Ma．　Martfnez，“EI　Padre　Las　Casas　y　el　Obisp。　Marroqufn”Ciencia　T・mistα　Tomo　C．　Nums，

322－323．Salamanca．　Enero－－junio　1973．　PP．299－307．

Representαci6n．．．cit．，　P．292b．　“Y　por　esto　muchas　veces　digo　y　suplico　en　este　Real　Consejo（達ue　茎a

verdadera　p。blaci6n　y　remedio　de　aquellas　lndias　consiste　en　enviar｝abrad。res，　gente　llana　y　traba－

jaδora，＿”

Angel　Losada，　Frayβαrtotom6　de　Las（lasas，αla　tuz　de　iαmo（lerna　critica　hist6ricα．　Madrid．1970．

P．290．

L．Hanke　y　M．　Girn6nez　FernaRdez，　op。　cit．，　Doc．340〔1551・V茎16〕p．五32；Doc．349〔1551・IX・21］

p．135；Doc．353〔1551・Xll・9〕p．136；Doc．356〔1551・X圭i・18］p．137；D◎c．357［1551・Xll・22］p．137．

Vicente　Beltr盃n　Heredia，“El　maestr◎Domingo　de　Soto　en　la　controversia　de　Las　Casas　con　Sepfil－

veda　”Ciencia　Tomista　XXN．　Num．　CXXXI至1．　Salamanca．　Enero－Febrero　1932．　pp．35－49．48．

L．Hanke　y　M．Gim6nez　FernEndez，　oρ．　cit．，　DQc．343〔1551・V醗・9〕P．133；Doc．346〔1551・工X・7〕P．134；

Doc．351〔1551・X・21〕p．135；Doc．352〔1551・k・9〕p．136；Dec．　359〔日付不明］p．138．〔参照M．

Gim6nez　Fem蕊n6eべLas　Casas＿”artctt．　p，　xxx－xxxviii　y　xl　vii’．〕

M．　Gimenez　Fernandez，　“　Las　Casas＿々art．　cit．，　p．　XLPt．同年、ニカラグワ1こ向けてll名のドミニコ会士が

出発しているが詳細は不明。伝道師の派遺に開しては、Pedro　Borges．　Etθ卿∫o　dεMiεtO？lereεaAm．le・rica

durαnte　ia　6ρocαespαfiσla．　Salamanca。1977力噸羊しい。

Ibid”　pp．　lx－lx三．

HeRry　Raup　Wagner，　The五漉and　Writings　of　Bαrtoto．me、de　Lαs　Casas．　Albuquerque．1967。　p．186．

ユ500年にセビーリャに来て、印鰯所を腿いたドイツ系のフワン・ハコボ・クロンベルガーにより印欄される。

（クロンベルガーに関しては、Irving　A．　Leonard，　Los　Libros　detConiguistαdo．r．醗x量co　1953．　pp，92－95

を参照）

ALosada，　op．　cit．，　pp．291－294．

慧enry　R．　Wagner，　oρ．　cit。，　pp．187－189．

田作品がラス・カサスの著わしたものかどうか論議されていたが、ルシアーノ・ペレーニャらの綿密な研究に

より、今日ではラス・カサスの著作であることが確認されている（参照：Bαア凝o灌Las　cαsas，　Dg　Regia

Potestateσderecho　de　αutodeterminaci6n．　ed三ci6n　cr董ti¢a　b鑓ing百e　por　Lue韮ane　Perefia，」．　M．　Perez－

Prendas，　Vidal　Abril　y　Joaqu籍AzcSrraga．　Madrid．　1969．　pp．　cxiv－cxxi．）尚、ファビエーはこの作品の題

名を内容に一致させて『王権の問題aQuaestiO　de　imperαt◎riaρotestate．としている（Antonio　Ma．　Fabi6，

op．ciム，　王．p茎｝。321－324．）。

JuaR　An　tOnio　Llorente，　A　Criticαi　la　is　toアy　of　the　ln？u　is　ition　o∫Spa　in．〔騒e翫gllsh　Ea沁o議Rhblished　i漉1823〕．

Massachusetts．1967．　“ln　one　of　these，　he（Casas）endeavours　to　prove　that　the　kings　have　not　the

power・f　disposing　ef　the　pr・perty　and　liberty　of　their　American　subjects，　and　of　giving　them　to　other

tnasters，　either　under　a　feodal　tenure，　or　fτ。m　a　right　of　conquest．　This　work　was　denounced　to　the

Inquisition　as　opPosed　to　the　declarations　of　St．　Paul　aRd　St．Peter，　concerning　the　submission　of　serfs

and　vassals　to　their　1。rds．　The　author　was　mueh　9rieved　when　he　heard　that　it　was　intended　to　prose－

cute　h三m；bllt　the　couneil　only　required　of　him，　i鷺an　off三c三al　manner，　the　remittance　of　the　work　and　the

taanuscripto7（Chap．　XXW　p茎》．285－286．）

ワグナーはセプールベダの「修道士ラス・カサスが無許可にてRjZiした、インディアスの征服に圏する轡物に、

セプールベダ博士が指摘する無謀にして恥ずべき、また異蝿的な諸命題」Proposieiones　temerαrias，　escan－

dα’osαs　yゐθ7’ξだcα8？・tte　nσt6　etdoctor　Septiあε（ia　en　ei姦あ7・o（ie　la　Con砦u．ista（le　In（鉱αs，｛護z‘ε刃？・（z．y　Bαr－一
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めtom6　de　las　dzsαs，　obispo砦ue　fuede　Chiapα，　んたo　iMPriMir‘‘sin　ticenciα”en　Sevtila，・afto（ie　l552，

（Antonio　Ma．　Fabi6，0p．cit．，互L　Ap6ndice　X　X　V．　pp．543－559，）〔以後1）robosic’iOnes　tεnzerarinS．．。

と略記〕という作品の表題にある“異端的なeheretieasという誉辞に注羅している。しかし、セプールベダ

は以荊にもラス・カサスの「告解規範aを感恥ずべき、また悪魔のごときtg欝物el　libro“escandaloso　y　dia－

b61ico”と雰難しているし（Cartαdet　doctor　，1uan　G．　de　SepQtvedaαFe　ttρe　E．a23　de　septiembre　de　1549。

cit．　por　A臓ge至　L議）sada，　Juan　Gin　eis　de　Sep｛i‘z，e（ia　A孟？・αvξs　de　su　郷El）istOSario”　v　n’uez）03 　doeumentOs．

Madrid．1973．　pp。572－574．573），Proρosiciones　teMerαriaSの執筆の動機が「バリャドリード論戦概要aの

の刊行にあることは彼自身明欝しているところである。

養照：　BαrtoSomfe（ie　Las　Casαs，1）e　Regia　Pc）testate．．．　oρ．e　it．，　“Estudio　pre韮iminar”PP．cxxii－cxxviii．

（la　rta　atη1αeεtro　Fra．v　Ba・　r　to　to　・me’（）αrrαnZa　dεMirαnda　1555”－Vel．　BAE．　C　X．Doc．　XXX謄pp．430－450。

“ Cuando　V．　P．　quisiere　o　e達Rey，　que　todo葦o　que　en　esta　carta　o　tratado　digo，　tocante　ai夏）erecho，se　lo

de　pr・badoρor　toδ＆ley　nat疑ml　y曲i籠控yta醗bi6織ρor　humanas　y　canonicas　leyes，　yo　se　l・dare　mas

cumpli（韮o　pue　ヨo　a｛irmo；”（P．450b。）

ペレーエヤは「Eff権論』が異端審問所に告発された可能性を認め（註㈹p．　xi．〉、劉の欄所で1ま、1555年末から

翌年初頭にかけて著されたという幅有財塵の譲渡及び公職亮部の禁止についてsDe　nOn・attenαnd　is　oρibus

αreκta　coアona，　nec　vendendis　pubticis　o茄cぬが告発の対象となりえたと推墨する（1鰯囎．　cxxvii）．この

ペレーエヤ説に対し、マヌエル・Ma・マルティネスは激しい罪難を浴びせている（毒照：MiMa，　Martfnez，“lnfor－

maci6n　bibliografica”　Revista　de配ピαs　Nfims．125－126．・Madrid．・juiio－・　Dciembre．・1971　PP．405－418．407．）

Isacio　PErez　Fem義nde3，　s’　Tres　nuevos　hallazgos　fundamentales　en塾omo　a　ios　tratados　de　Fr．Barto－

lom6　de　Las　Casas，impresos　en　Sevilla　en　1552－1553”Escritos（lelVe（iat．Ve韮．tW．1978．　pp．Wg－200．

L．Hanke，　BCtrtoto7rle（le加3　Casαs　五βレα（io．y　propagαn（iistα．　Bogot義．1965．　P．82．

5uan　Friede，　Bαrt・1・痂de海s　Cb3αs，　precuγsoγdet　antic・tσniatis71ro．　Su　tuchα　v．　su・cterTotα．　M6xic。

l974．　pp．191－192．

A．Losa甑，　FTtt野Bαrtr）‘oη彪de　las　Casαs．．．　op．　c　tt．，　p．290．

」．Friede，・P．　cJ置，　PP．189一三90．

拙稿「バルトロメー・デ・ラス・カサス　生涯と作品（4）　　セプールベダとの出会い　」大阪外国語大学

学学報第40号　（19？8）　pp．103－118．111－112．

M．Gim6nez　FernERdez，“Las　Casas．．をαπ，　cごム，　PP．　lxii－lxiii，lxxxv－lxxxvi．

」．Friede，　oρ・Ct：t．　p．189．

A．Losada，　Frα．u　BαrtotemE　de　Lαs（）asαs＿op．cit．，　p．290．

L．翻anke，　Bα7’診o♂oη1．6（le　・乙as（hsas．．．op．　cit．，　pp．82－86．

“＿y　cierto，　es　cesa　maravill。sa　de　ver　el　fruto　que　aila　se　ha　hecho　y　haee　cadaδ三a，　aunqae　en　la

verdad　hay　pocos　religiosos”（Cit．por　Manuel　Ma．Martinez，　F・a．v　B・rt・t・”le・de　La・9（kesas，“Padre　de

Am6ricα”Estudioδiogr6fico－－critico．Madrid．1959．　p．269．但し、セラート自身は同地のドミニコ会士の

要求に辞易していたらしい（LHanke　y　M．Gim6nez　Fernandez，　oρ．　ctt．，1）oc．375　p．156－157＞

Fra．v　Ridro　de　Anguto　al£hnperαdor　ChTtos　v．平稲的改寒化の利点を挙げ国王による支援を求めたもの。

（Andr6　Sai　nt・・Lu，　LαVe　ra　Paz　Esprit　Evαng6ttg・ue　et　Cotonisαtion　Paris．1968．　Append三ce　Doeurnen－

taire毘卯．460－461）決定的に改家化事業が挫折するのはドミニコ会士二名がインディオに殺害される事件が

発生してからのことである考えられる（参照：1556年5月14ヨ付のドミニコ会士よリインディアス枢機会議宛

書簡：Ibid。，　V．pp．462－463：この闇の経緯に関しては、同ee　Chap．，　II“Les　vlcissitudes　de　la　c◎nquδte　paci－

fique”PP．273ss．が詳いv。）

Ricbard　l（。netzke，　Cotecci6π　de　Doc・umentosραrαta　Htsto・r　iα　de　ta　F・rmαci6n　Soc・iat　de　Hispαnoa7n．Ericα，

1493－1810．瓢adrid．1953．　VoL　1．　Doc．242．　pp．335－339．1555年12月24日、カルロス五燈はペルー側王アン

ドレス・ウルタード・デ・メンドーサの要請を受けてブリュッセルよリインディアス枢機会議に対し勅令を出

し新しい発見を詩可する権力を劇王に与え、かつそのための罰令を副斑に送付するよう命じた。これを受けて

インディアス枢機会議は1556年5月13Hに　“　Ynstruccion　・，．　sobre韮o　de　las　poblaciones　y　nuevos　descu－

brimientes．”という全38項目から成る酬令を発窃した（毒照：juan　MaRzano　y　Manzano，　La　Incorρorαci6n

de　tαs　In（iiαsα1αCoronαde（last・itta．　Madrid．1948．　pp．202－－207：Silvio　Zavala，“Reg蓋as　sobre　Descu－

brimientos　y　entradas”Reviε　tαde　Hist6・ria，　No．100．　S蚕o　Paulo。1974．　pp．117－131．122－124．）

M．Gim6nez　Fernfindez，“Las　Casas＿”ar．cit．P．lviii．

一 71一



9
お

魚
W
馨

〉
＞3
4

俊
W
お

㈹

㈹

（60

鯛

の
の
佑
α

㈹

（721

㈹

㈹

㈲

L．HaRke　y擁．Gim6nez　Fern毒ndei，　oρ．cit．，　Doc．335〔1552・V・1〕p．130；1）oc．349．〔1551・選・21〕p．134．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のAntonio　de　Remesal，　oρ．　c鵡L、lb㌔彌．　Cap．　XX慨§1－2．　pp．186－187a．セプールペダは第一回バリャドり一ド

審議会終了後「12の異論」と題する小論を作成し、その第12審厨の異論でこの不運な還征を引絹して、平和的

改宗化が実現不可能であることを論述している（Sepfilveda，“Lk　respuesta　que　el　Doctor　Sep61veda　hizo

a韮oque（〕嚇s沿o　de　Chiapa　e＄eribi6　sobre　las　conquistas　de垂as　Indias，”en　Barto’omg　de　Las　Cαsas

Tra　ta（lo　de　fndiαs．．．oρ．　c　it．　IX）c．73．　pp。168－184．183．）

拙稿、“rva法j撒懸＿＿〃前掲論文。　PP．64－6§．

ベタンソスは、三549年9月臨終閣際に、インディオは獣岡然の存在であるという以前の考えを撒瞬した

（“Retractac藍6n　de　Fr＆y　Do建塾in奮o　de　Betanzos，0．　P。”e擁　BαγtoloM6（leゐα8　Casas　Tratαdo（ie　I｝1（lia8

0ρ．cit．，　D◎c．14．pp．184－192．）ハンケはこの撤國に庫鉦義を求める戦い”の激しさの一例を見出している。

（L．Manke，AU　ManK－ind　i80ne．　Dekalb，1974．　pp，27－34．）他方、フリーデはこの撤瞼の真意に関して否定的

な態度をとっている（」．Friede，　op．　cit．，　p．297），インディオの本性を生来劣るものと公言したことで有名なド

ミニコ会士はトマス・オルティス（参照：Sl｝vie　Zavala，　Las　instituciones　ju．ridicas＿ep．cit．，p．47．）。尚、オ

ルティス、ベタンソスらの布教活動に関しては次の作品が詳しい。

・ 9aRie｝U韮韮oa，　Losρre（itcαdores（iivi（tidos　tos（iom．in．icos　e・n　Nuevttだ3ρα霞（と，　siglo　xw．　M6xieo．1977．

Segunda　Parte．　PP．83ss．

・ Fr．3uan　de　la　C職yM・ya，　Hist・ria　de　iαSanta’Y　・4p・st61ica　previn．eia　de　Sa・ti・a・・　de　P聡ぬcα面一

res　de醒ξ冠co　en　ia　Nue・vαEspafta雑醜圭c◎．1949。　Lib．1．Cttps．斑ss．〔この欝物は18世紀のドミニコ会士の

の手になるもので、ユ6世紀菌半のドミニコ会士の活動を美化して記している］．

M．G．Fernfindez，“Las　Casas＿”　art．　cit．，　p．　xliv．フxルナンデスによれば、このため、チャパに向う伝道

師の募鑑が困難になった。（tOC・cit・）

John　L．　Phe韮an，“E韮imperio　cristiano　de　Las　Casas，　el　imperie　espafio玉de　Sepfilveda　y　el　imperio　mile－

nario　de． Mendieta．”Revista　（ie　Occi（iente　Tomo　XLV嚢．　瀬adrid．　Dieiembre－－1974．　PP．292－310．3◎2．

例えば、この考えは「4ンディオの奴隷化についてsの第2帰結に述べられている（Tra　tados　de　Frα　／u　Bar－

to　Som6（ie　Lαs　thsαs　．．．　op．cit，，　1，PP．605－607．：“乙os　obispos　de　｝as　Ind圭as　son　de　precepto（至iv圭蕪o　obii－

gados　por　consiguiente　de　necesidad　a　ins三stir　y　ftegociar三mportunamente　ante　Su懸ajestad　y　su

Real　C。nsej・，　que　mande｝ibrar　de　ia・presi6n　e　tiranfa　que　padescen　los　diches　indi・s　que　se　tienen

P。r　esciavos　y　sean　restituides　a　su　prfstina　libertad，epor　esto，　s三fuere　necesarie，　arresgar　las

vidas”．）

L．Hanke　y賊．Gi蒲動ez　Fer簸重ndez，　op．cit．，　Doc．344．　p．133．　M．G．Fernandez，“Las　Casas＿”art．c鵡p．　xxx．

（但しフェルナンデスは10月3B付としている）。

M　．Gimenez　Fern義ndez，αrt．cit．，　PP．夏x擁xL

“他所では商いに銅貨が使われているのに、セビー・リャという町では銀貨が銅貨のごとく流通していた”といわ

れた（参照：酸ateo　Aleman，　Guzm6　n　de　Alfa　rache，Angel　Valbuena　Prat，加novetαρtca・rescαθspα励♂α．

所収。Madrid．1956．　p．551．）。この当時のセビーリャ社会については、　Ruth　Pike，　Aristσc・ra．ts　and　Traders

Sevittiαn　Societ．v　in　the　Sixteenth　Centur．ny・’lthaca．1972．　Chap．　II．PP．118ss．カ｛詳しし、。

“1552年填のラス・カサスを襲ったと思われる激しい思想上のゆれ”と、石原氏は表現している（劃照：贋隙保

徳　“r入類史」からヂ量界史」へ。コロン・・ラス・カサス問題e　lf現代思想露VoL8－L198◎年ユ月．pp．214－227．

220．

“ Di・s　parece　que　me　ha　dad・P・r。fici。　de　l重・rar　s重e孤pre　duel・s　a3en・s…”，“＿plega　a　Di・s㈱翁・sea

sea韮o　que　yo　ha　muchos　a50s　que　he　profetizado＿”（BAE．　CX　Doc．　X　XX紅．　pp．348－350．348a．　y　349b．）

レメサルによると、1552年末に畠発したドミニコ会伝道師で、翌年の復活祭にプエルト・デ・カベーリョスに

到蔚したのは僅か6名であった（A．de　Remesa盈，　oρ．　cit．，　Lib。　P【．　Cap．　X】α．§1．p．265．）

“罵教は…インディアスで起きた出来事を要約した文書を捷出しようと決心した。さらに、司教は、殿下に労

せずして読んでいただくには、その一文を印鵬させるのが至当であると考えた。司教が次にあげる要約、すな

わち、真に簡潔な報皆を上梓した理由は以上のとおりである。”（ラス・カサス稼ンディアスの破壊について

の簡潔な報告毒染沼秀藤訳　岩波文塵　1976年　p．12＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロRam6n　Jesfis　Queralt6－Moreno，Et　pensam．ieπto　ftLos6ftco－poeitico（ie　Bα・rtogom6　de加8　Casαε，Sevilla．

1976．P．91．

マルセル・バタイヨンは、論文は低道額のために印捌され、“薪世界に向けて”出版されたという。（Marcel

一　72　一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
BataiSl◎n，“】lstas王ndias．．．｝｛il》6tesis　韮ascasianas”　Etu（les　su・r　Bartolom6　de　La．s　Cαsαs・Paris．1966．

pp。249－258．257．）

夏sacio　perez　Fernandez．art．cit．　pp．183”’191．

参照：La　carta　de　Fray　Toribio　de　Metoiinia　a｝Emperador　Carl◎s　V．ERei・02de　1555．　en　Htstoria
孕

de　tos　indios　de　tα　ハluevα　EsPαitαM壱xico．1969．　pρ．203－221．（≡珂玉舞尺　『ヌェノx“・こ鳥スノN“＿ニャ布教史s4、林＿

宏訳　大航海時代叢書II一三4　岩波欝店　1979年。付録　pp．512－569．）

　　　・Gui｝韮ermo　L。hmann　Ville賑＆，“La　restituci6n　por　c・aquistad・res　y　enc・menderos：囎aspec£oδe　la

incidencSa　lascasiana　en　el　Perif”　Anuαrio　ale　Est’udios　Americanos　Tomo　X　XH夏Sevilla．1966．　pp．21－89．

拙稿「バルトロメー・デ・ラス・カサス　～生涯と作晶～〈2），　「サピエンチアli英知大学論叢纂10号　昭憩51年

pp．89－109．89－92．

A．Losada，　Fra．u　Bartolom’e　de　Las　CCisas．．．oρ．cit．，　P．290。

そのうちのひとりは」。マンサーノ・イ・マンサーノである。彼によれば、他の論文の印刷はともかく、以前眠

収を命じられた『欝解規範諺を刊行したのは非難されるべきで、また、論文の性格から考えて、刊行という行

為は立派な聖職者、まして彼のような司教1こふさわしい慎重さに欠けるものだとやや主観的に述べている。

　（J．Manzano　y　醗anzano，　op．cit。，　Pl》。230－231．）

玉）ieg◎de麓ncinas，　Cedutαrio　Indiαno　Madrid．1946．　L沁．　L　FoL227．

謎働参照。

J．Fr量e（韮e，　oρ．cit．，　pp。189－90．

“ DOTRINA　XPIANA　PARA　instruccion　y　informaci6n　de韮os　indios．。．La　quai　dotrina　fue　vista　y　exa－－

minada　y　aprobada　por　e韮muy．　R．S．e韮licenciado　Tel｝o　de　Sandova｝lnquisidor　yVisltador　e籍esta職e－

ua冠sp＆痔＆por　su　Magesta｛韮．．．　Con　previlegio（le　su　S．C．C．醗・”（joaquin　Garcia　Icazbalceta，　Don　Fアay

Juαn（ie　Zu？nδ’rrαge，ρriMer　obiερe．u　arnobisρo（ie　M6xico．　醗邑xico．1947．　Torno　II．　D◎c．7　pp．32－33．）

フIJ　一デは“preVi｝egio”を“licencia”（許可）とみなしている。

」．Garcfa！cazbalceta，　op．　cit．，　II　Docs，8－10　pp．36－60．

“…eS　el　maS　libre　i　el　maS　rigurOSO，　que　el　esCriVi。　C・Rtra韮Os　ESpaff・leS，　en　qUe，　a　nO　saberSe　s聴

buen　ze茎o，　i　sana　intenei◎R，　se　pudiera　trasluzir　que　era　extrangero，　de　nacion，　de　la　casa　de　los　C＆sa一

縫sde　Fra轟cia”（Ant・ni◇de　Le6n－Pinel・，丁撤α6・de　c・nfirmαciones　reαte8　1636．　Bibli。teca　Argentina

de　Liもr・s　Raros　American・s．3犠㈱。s　A韮res。192a．1a．　Par£e　Cap．　X畷F。　L　96．）

M＆nuel麗a．Martfnez，　Fr・Bαrtolo？ne’（le　Lαs　Cα8α8，　elgran　cal2tmniα（lo・Madri（L　1955．　pp。80－82．

juan　Antonio　L韮orente，　Coiecci6n（le　lαs　Ob・rαs　de　Venerαbte　Obispo　de　Chiapα，　dOn　Bartolomk　de　Lαs

Cαsas，（tefensor（ie　ta　Libertad　de　losαMe　．r　icclnoε．　Paris．1822．　Tomo　I．p．δ8．

“ Podra　n・haber　salid・de　su　p1慧瓢a，　sino　de　la　de　Fr．Bart・韮・漁6　de　l＆Pe融，・de　algan・tr・fraSle　de

su　Orden，　el　m・nstru・deli・三・de　la　Destruyci6n　d・las鋪las＿”（M・reeiin・M・ne・d・・Pel・y・，・P・韮・＄

hist・r沁d。resδe　C。16轟”（0う7・8　C・mptetαS．孚・繍・題．　Estudi・εψ‘εc構・s　d。　C・伽cα1叡6・ica　y厩ε一

Taria　Santander．　1942．所収）pp．69－122．92．この意見に関しては、　Manuel　Ma．Martfnez，＿Las　Casαs，

e　1　grαn．cαtumn．　Sαdo，op．　c　tt　．，pp．21－23．参照。尚、バルトveメー一一一一デ・ラ・ペニャは．「報管露にもとついてイス

ノぐユア入の残忍、な従舞侵を明ら力橘こするぞ詳品　（原題：　Istoria　Su”nriα　y 　retacε6η 　brevisimα　y　verd（zdera（乏e

lo　gueりt6　y　escribt6　eL　revereπd。　Pα伽加y　Bartoto｝mQ　de　iα　Pelfa　de　la。rden　de　l。s遡dlcαd。res

de　血 　la7nentαble　f　‘αstimosα　destruiei6n　de　tas　lndiαs，　　isSαs　u．　tier’r（z　プirxre 　（iet　71zαr（iet　norte）　を’著し

た　ドミニコ会士。（参照Antonio　Ma．Fabi6，　0ρ．ciム，　I　PP．29G－291．　H　PP．293－4◎7．）

Lo　gue　se　sigue　es　unρedαzo　de　unαcαrta…（BAE．　CX．　PP．177－181．）

Isaeio　P6rez　Fer轟融dez，　art．c　it．，　P．179．

原題は「gンディオの正義を明らかにし、かつ守るための論戦において出発点となるべき原賄　Pr　tncipiα

Guaed・7n　ex　gu　ibus　procedendum　est　in　disputati・・neαd　rnanifestanda7n　et　d・fendend・m　i・・tstitiam．．ny・d…？t・nt

尚、本稿ではTratαdos　de　FTay　Bαrtote？n6　de　Las　thsas＿oρ．　cit．，至1．（羅頭語薄訳版＞pp．1234－1273を底

本とした。

Ibi（ム，　pp．1234－1235．

lbi（ム，　pp．1238－・1239。

lbi（ム，　pp．1240－1241．

Loc．　cit。
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Ibi（i．，　pp．1246－1247．

lb　id．，　pp．1248－1249．

Loc．　cit。

Ibあ1．，　pp。1254－1255．

1b凝．，　p峯）．1256－1257。

Ib　ld．，　pp．1266－1267．

1b凌メ．，　pp．1268－1269．

1b認。，　pp．1242－1245．

L．Perefia　y　V．Abril，Bαrtotom6　de　Lαs（lasas，　PerecんσεCivites　y　Pottttces　Madrid．1974．　P．191

慕enry　R．Wagner，　op．cit．，　p．28◎．

拙稿「バルトロメー・デ・ラス・カサス＿（2＞」前掲論文pp．93－97，

“ ＿ala　c・nsecuci6n　del　c韓a茎，儘伽propi・de・la・eriatura　raci・nal，　o　sea　la　eterita　felicidad），con　toδas

suS　fuerzas　y　COnates，　eStan　mas　Obligados卿e　Otro　a里gunO　los　reyeS　de　Espafia，　eon　sacrifiCio　de

sus　Propios　intereses．”　（pp。1272－1273）

このセヒー1ヤ滞在を機に、ラス・カサスは大著「インディアス史贔Histoアtα　de　ias　Indiasの編纂に藩手

する。
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